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概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記のとおり、地方公務員法第 29条第１項の規定に基づき、懲戒処分を行ったので、

お知らせします。 

（参考)地方公務員法 

  第 29条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分とし

て戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 

１ この法律若しくは第 57条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方

公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合 

２ 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 

３ 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 

 

記 

 

【事案１】総務部総務課職員による公物の窃取 

 

１．事案の概要 

総務部総務課職員が、令和４年４月頃から令和５年２月頃の間に、市が所有するカ

メラ望遠レンズ２点及びビデオ編集ソフト１点並びにリース物件であるパソコン液

晶モニターディスプレイ１点を金銭に換える目的をもって窃取し、その後、当該行為

を隠ぺいするため、虚偽の報告等を行った。 

  また、令和４年７月頃、当時の管理監督者が、カメラ望遠レンズ２点の所在が不明

になっていることを部下からの報告により把握したにもかかわらず、適切な報告や事

実確認等を行わなかった。 

 
【窃取された公物内訳】 

品目 購入時期 購入価格 

レンズ① 令和３年 11月 22日 247,500円 

レンズ② 令和３年 11月 22日 247,500円 

液晶モニター 令和２年 10月１日 

（リース） 

222,640円 

ビデオ編集ソフト 令和５年２月 24日 69,850円 

                         計 787,490円 

        ＊被害額とは異なる（被害額は現在監査委員が算定中） 

 

 

２．懲戒処分等について 

 ⑴ 当事者 

  ○処分内容  免職 

○処分年月日 令和５年８月１日（火） 

○該当職員の所属  総務部総務課 

○該当職員の職位  主任主事 

○該当職員の氏名  井上 堅士郎（いのうえ けんじろう） 

○該当職員の年齢  38歳 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 管理監督者 

  ○処分内容  減給 10分の１ ６箇月 

○処分年月日 令和５年８月１日（火） 

  ○該当職員の所属  総務部 ※令和４年度 

  ○該当職員の年齢  50代 

 

３．再発防止策について 

⑴ 法令遵守の徹底を図るため、内部規程の整備や職員の研修を実施する。 

⑵ 全ての課室の備品を総点検するとともに、備品管理に関する研修を実施し、適正

な事務処理の遂行と再発防止及び備品管理の徹底を図る。 

⑶ 本日夕刻に緊急部課長会議を開催し、綱紀粛正、服務規律の確保及び法令に基づ

く適正な事務処理の徹底について、市長による訓示を行う。 

 

 

 

  

 

 

１．事案の概要 

  ⑴ 契約事務手続きに係る虚偽公文書作成 

    上下水道局職員が、令和４年８月 29 日（月）に行われた公共桝設置工事（予

定価格 50 万円程度）に関し、当該工事の施工者との契約事務手続きを行わない

まま、当該工事を施工させ、かつ、令和５年３月に、虚偽の工事設計書や見積結

果表、契約書を作成し、あたかも真正な契約手続きが行われていたものと装い、

さらに、工事代金の支払い事務を進めるため、虚偽の検査調書を作成し、また現

場写真を変造して、証拠書類として添付した。 

  ⑵ 地方公営企業法施行令に違反した随意契約の締結 

    令和５年２月 17日（金）及び同年３月 22日（水）に締結された随意契約につ

いて、地方公営企業法施行令の規定により、最初競争入札に付するときに定めた

予定価格その他の条件を変更することができないこととなっているにもかかわ

らず、最初競争入札に付するときに定めた予定価格の変更をして、当該随意契約

を行った。 

 

   ① 点検業務委託 

当初入札時予定価格 2,728,000円 

随意契約時予定価格 2,989,800円（261,800円増） 

予定価格の変更内容 

・発注月が変わったことによる単価の変更

（予定価格増） 

・当初設計の諸経費率の誤りを修正（予定

価格減） 

 

   ② 調査業務委託 

当初入札時予定価格 3,352,800円 

随意契約時予定価格 2,520,100円（832,700円減） 

予定価格の変更内容 

・発注月が変わったことによる単価の変更

（予定価格増） 

・年度内に業務を完了させるため調査対象の

一部を除外する数量の変更（予定価格減） 

 

 

【事案２】⑴上下水道局職員による契約事務手続きに係る虚偽公文書作成 

⑵上下水道局職員による地方公営企業法施行令に違反した随意 

契約の締結 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 

 

２．懲戒処分等について 

  ≪職員①≫ 

   ○処分事由  〔事案⑴〕 

・適正な契約事務手続きを行わないまま、工事を施工させた 

・職員③が作成した虚偽の工事設計書を容認した 

           ・職員②及び職員③と協議して、虚偽の見積結果表を作成 

した 

           ・虚偽の契約書を作成した 

           ・虚偽の検査調書を作成した 

           ・指導監督不適正 

          〔事案⑵〕 

           ・不適正な随意契約を行った 

           ・指導監督不適正 

 ○処分内容  停職６箇月 

○処分年月日 令和５年８月２日（水） 

○該当職員の所属  上下水道局 

○該当職員の年齢  50代 

≪職員②≫ 

 ○処分事由  〔事案⑴〕 

・職員①及び職員③と協議して、虚偽の見積結果表を作成 

した 

         ・職員③に現場写真の変造を指示した 

         ・指導監督不適正 

          〔事案⑵〕 

           ・不適正な随意契約を行った 

           ・指導監督不適正 

 ○処分内容  停職４箇月 

○処分年月日 令和５年８月２日（水） 

○該当職員の所属  上下水道局 ※令和４年度 

○該当職員の年齢  60代 

 

≪職員③≫ 

 ○処分事由  〔事案⑴〕 

・適正な契約事務手続きを行わないまま、工事を施工させた 

・虚偽の工事設計書を作成した 

・職員①及び職員②と協議して、虚偽の見積結果表を作成 

した 

         ・職員②の指示で現場写真を変造した 

        〔事案⑵〕 

         ・不適正な随意契約手続きを行った 

 ○処分内容  停職３箇月 

○処分年月日 令和５年８月２日（水） 

○該当職員の所属  上下水道局 

○該当職員の年齢  40代 

 

 

 

 



≪職員④≫ 

 ○処分事由  〔事案⑴〕 

不適正な事務処理を中止させず、支払い事務を進めようとした 

 ○処分内容  減給 10分の１ ２箇月 

○処分年月日 令和５年８月１日（火） 

○該当職員の所属  上下水道局 

○該当職員の年齢  50代 

≪職員⑤≫ 

 ○処分事由  〔事案⑴〕 

不適正な事務処理を中止させなかった 

 ○処分内容  戒告 

○処分年月日 令和５年８月１日（火） 

○該当職員の所属  上下水道局 

○該当職員の年齢  50代 

 

３．再発防止策について 

⑴ 延岡市随意契約ガイドラインにおいて、見積書を依頼する際には、見積依頼書を

「手渡し」又は「郵送」により行ったうえで、見積依頼業者に対し「受領書」の提

出を求めるなどの見直しを行い、適正な事務処理の徹底を図る。 

⑵ 随意契約で工事を発注する際の事務手続きに、新たに「チェックシート」の作成

と決裁文書への添付を追加し、決裁者までのすべての職員が事務処理の確認を徹底

することで、適正に契約事務手続きを進めることができるよう改善を図った。 

⑶ 法令遵守の徹底を図るため、内部規程の整備や職員の研修を実施する。 

⑷ 契約管理に関する研修や文書管理に関する研修を実施し、適正な事務処理の遂行

と再発防止の徹底を図る。 

⑸ 工事等の発注状況を「見える化」し、進捗状況が複数の目で確認できる体制を構

築することで、適正な事務処理の徹底を図る。 

⑹ 本日夕刻から緊急部課長会議を開催し、綱紀粛正、服務規律の確保及び法令に基

づく適正な事務処理の徹底について、市長による訓示を行う。 

 

 

【その他】 

市長も自身の処分を検討する。（条例改正が必要なため詳細は後日条例案が固まっ

た段階で公表する。） 

 


